
奨学団体名

給付/貸与 給付

支給金額/貸与金額

次の①～③のすべて
※内訳の詳細は募集要項を確認のこと

①奨学期間を通じて月額２０万円
②奨学生が大学に納付する学費について、「学校納付金」として奨学期間内に
　合計２５０万円以内の実費
③奨学生の海外での研究活動に関する費用について、「海外研究活動支援」として
　奨学期間内に合計１００万円以内の実費

支給期間/貸与期間
大学院博士後期課程に入学した月、または一貫制博士課程の３年次に進学もしくは
編入学した月から３ 年以内とします。

採用人数 全国　５名程度（2026年秋季及び2027年春季採用分の合計）

対象学生の課程・学年 自然科学系分野（工学、農学、医学等の応用科学の分野を含みます。）

対象学生等応募資格

次に掲げる要件をすべて満たす方とします。
・日本国籍を有する方。
・2026年４月１日現在において、30歳未満である方。
・2026年４月１日現在において、大学院修士課程(博士前期課程を含む。)または
　一貫制博士課程の２年次に在学中の方。
・2026年秋季または2027年春季に大学院博士後期課程(標準修業年限が３年で、
　修了者に博士の学位が授与される課程)に入学を希望する方、または一貫制博士
　課程の３年次に進学もしくは編入学を希望する方。
・進学先において日本の大学院の学籍を有し、自然科学系分野を専攻する方。
　なお、以下の点にご留意ください。
　・進学先大学院は、在学中の大学院と異なっても構いません。また、国公立、
　　私立の別を問いません。
　・家計基準（世帯の家計支持者ならびに本人及び配偶者の収入による応募制限等）
　　はありません。
　・他団体奨学金との併給の可否については財団HPよりご覧ください。

指導教員の推薦書 要

応募方法 直接財団に申請すること

応募の詳細

財団HPから募集要項や申請書類等を確認してください。

応募締切 2026年4月10日（金）必着

備考
応募についての問い合わせは、募集要項等をよく確認した上で
財団HPからお問い合わせください。

問い合わせ先
公益財団法人 吉田育英会 事務局
〒130-8521 東京都墨田区亀沢3-22-1
 E-mail: webmaster@ysf.or.jp      URL: http://www.ysf.or.jp

【2-33】公益財団法人吉田育英会＜ドクター21＞

各種奨学団体奨学生 募集一覧表（直接民間団体等へ申請する奨学金）の詳細

https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/internal/d21_guideline.html

https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/internal/d21_guideline.html

